
　Ｘ社は不動産関連法人であり、
そのＸ社株式は非上場の不動産化
体株式に該当するところ、Ｘ社の

特殊関係株主等であるＰ社とＳ社が、Ｘ
社株式の譲渡事業年度開始の日の前日に
当たる平成31年 3 月31日に、それぞれの
Ｘ社株式を合わせて100％保有しており、
かつ、令和 ２年 1月31日に、それぞれＸ
社株式のすべてをシンガポール法人Ｙ社
に譲渡していることから、Ｘ社株式の譲
渡は、国内法及び日・香港租税協定いず

れの規定においても、不動産化体株式の
譲渡に該当します。
　したがって、Ｐ社とＳ社がＸ社株式を
譲渡したことによる譲渡収益は、国内源
泉所得に当たるため、日本において課税
対象となります。

【解　説】
１ 　不動産関連法人
　不動産関連法人とは、その株式の譲渡の
日から起算して365日前の日から当該譲渡
の直前の時までの間のいずれかの時におい

A

　香港法人Ｐ社（ ３月決算）とその100％子法人Ｓ社（ ３月決算）は、ともに香港に
所在する法人であり、平成３1年 ２ 月 1 日に、日本国内の土地Ｌに多額の投資をする
ため、国内土地Ｌのみを保有する香港法人Ｘ社を設立し、Ｐ社とＳ社でＸ社の発行

済株式（非上場株式）の50％をそれぞれ取得しました。その後、Ｘ社株式の時価評価額が取
得当時と比較して高騰したことから、Ｐ社とＳ社は、Ｘ社株式の含み益を確定させるため、
令和 ２年 1月３1日に、それぞれＸ社株式のすべてをシンガポール法人Ｙ社に譲渡しました。
　なお、Ｘ社は、設立当初から発行済株式が譲渡される日まで、国内土地Ｌのみを継続し
て保有しています。
　この場合、Ｐ社とＳ社の日本における課税関係をご教示ください。

Q

国際課税（法人税）

不動産化体株式の譲渡

（ 30）令和 2年 6月 15 日　　第 6612 号 国　 税　 速　 報 第 3種郵便物認可

p030-032_CC2019_再_疑問相談_不動産化体株式の譲渡.indd   30 2020/06/09   14:58:49



て、その有する資産の価額の総額のうちに
国内にある土地等及び不動産関連法人の株
式の価額の合計額の占める割合が50％以上
である法人をいいます（法令178⑧）。

【不動産関連法人】
　Ａ社は、網掛け資産（国内土地等・他
の不動産関連法人）の合計額がＡ社の資
産総額の50％以上である場合に、不動産
関連法人に該当します。

２ 　不動産関連法人の特殊関係株主等
　不動産関連法人の特殊関係株主等とは、
不動産関連法人の株主並びに同株主の親族
及び支配会社等のことをいいます（法令
178⑩）。

３ 　不動産化体株式の譲渡
　不動産化体株式とは、不動産関連法人の
発行済株式のことをいい、外国法人が次の
要件を満たす不動産化体株式の譲渡をした
ことにより生ずる所得は、国内源泉所得に
該当するため、日本において課税対象とな
ります（法令178①五⑨）。
⑴　上場株式の場合
　不動産化体株式が上場株式の場合、譲
渡事業年度開始の日の前日において、不

動産関連法人の特殊関係株主等が当該法
人の発行済株式総数の 5％超の株式を保
有し、かつ、株式譲渡者が特殊関係株主
等に該当するとき、その譲渡は、不動産
化体株式の譲渡に該当します。

⑵　非上場株式の場合
　不動産化体株式が非上場株式の場合、
譲渡事業年度開始の日の前日において、
不動産関連法人の特殊関係株主等が当該
法人の発行済株式総数の ２％超の株式を
保有し、かつ、株式譲渡者が特殊関係株
主等に該当するとき、その譲渡は、不動
産化体株式の譲渡に該当します。

４ 　日・香港租税協定
　香港居住者の保有する法人株式の譲渡収
益に対して、その法人の有する資産の50％
以上が日本国内の不動産等で構成されてい
る場合には、日本において租税を課するこ
とができます（日・香港租税協定13②本文）。

５ 　事例の検討
⑴　不動産関連法人
　不動産関連法人とは、上記 1のとおり、
当該法人の発行済株式が譲渡される直前
1年間のいずれかの時に、当該法人の保
有する資産価額の総額のうちに日本国内
にある土地等及び不動産関連法人の株式
の価額の合計額の占める割合が50％以上
である法人をいうところ、Ｘ社は設立当
初から同社の発行済株式が譲渡される日
まで、日本国内の土地Ｌのみを継続して
保有していたことから、不動産関連法人
に該当します。

⑵　不動産関連法人の特殊関係株主等
　不動産関連法人の特殊関係株主等とは、
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上記 ２のとおり、不動産関連法人の株主
及び支配会社等をいうところ、Ｐ社は不
動産関連法人Ｘ社の株主であり、Ｓ社は
Ｐ社の支配会社であるため、いずれの法
人もＸ社の特殊関係株主等に当たります。

⑶　不動産化体株式の譲渡
　不動産化体株式とは、上記 3のとおり、
不動産関連法人の発行済株式のことをい
い、当該株式が非上場株式である場合に
は、当該株式が譲渡される事業年度開始
の日の前日に、不動産関連法人の特殊関
係株主等が当該法人の発行済株式総数の
２％超の株式を保有し、かつ、当該株式
を譲渡した株主が特殊関係株主等に該当
するとき、その譲渡は、不動産化体株式
の譲渡に該当することとなります。
　この点、Ｘ社は、上記⑴のとおり、不
動産関連法人であることから、Ｘ社の発
行済株式であるＸ社株式は、非上場の不
動産化体株式となるところ、上記⑵のと
おり、Ｘ社の特殊関係株主等がＰ社とＳ
社であることを踏まえると、Ｘ社株式の
譲渡事業年度開始の日の前日に当たる平
成31年 3 月31日時点において、Ｘ社の特
殊関係株主等であるＰ社とＳ社が合わせ
て、Ｘ社の発行済株式総数の100％の株
式を保有しており、かつ、令和 ２年 1月
31日に、それぞれＸ社株式のすべてをシ
ンガポール法人Ｙ社に譲渡していること
から、Ｘ社株式の譲渡は、不動産化体株
式の譲渡に該当し、その譲渡収益は国内

源泉所得として、日本で課税対象となり
ます。

⑷　日・香港租税協定
　日・香港租税協定では、香港居住者で
ある香港法人の保有する法人株式の譲渡
収益に対して、その法人の有する資産の
50％以上が日本国内の不動産等で構成さ
れている場合には、日本において租税を
課すことができるとされているところ、
Ｘ社は国内不動産Ｌのみを保有する不動
産関連法人であることから、Ｐ社とＳ社
のＸ社株式の譲渡収益に対して、日本で
租税を課すことができます。

⑸　結論
　以上のことから、Ｘ社は不動産関連法
人であり、そのＸ社株式は非上場の不動
産化体株式に該当するところ、Ｘ社の特
殊関係株主等であるＰ社とＳ社が、Ｘ社
株式の譲渡事業年度開始の日の前日であ
る平成31年 3 月31日に、Ｘ社株式を合わ
せて100％保有し、かつ、令和 ２ 年 1 月
31日に、それぞれＸ社株式のすべてをシ
ンガポール法人Ｙ社に譲渡していること
から、Ｘ社株式の譲渡は、国内法及び
日・香港租税協定いずれの規定において
も、不動産化体株式の譲渡に該当します。
　したがって、Ｐ社とＳ社がＸ社株式を
譲渡したことによる譲渡収益は、国内源
泉所得に当たるため、日本において課税
対象となります。

※�　本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト� トーマツ税理士法人の公式見解ではありませ
ん。また、上記記載は掲載日現在有効な法令に基づくことに留意を要します。

　《デロイト トーマツ税理士法人 タックス コントラバーシーチーム ディレクター 
 野田　秀樹》
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